
３．教員養成に係る授業科目

＜小一種＞

・教科及び教科の指導法に関する科目

国語Ⅰ(書写を含む) 2

国語Ⅱ 2

社会Ⅰ 2

社会Ⅱ 2

算数Ⅰ 2

算数Ⅱ 2

理科Ⅰ 2

理科Ⅱ 2

生活Ⅰ 2

生活Ⅱ 2

音楽Ⅰ 1

音楽Ⅱ 1

図画工作 1

家庭Ⅰ 2

家庭Ⅱ 2

体育 1

英語 1

国語科教育法A 1

国語科教育法B 1

社会科教育法 2

算数科教育法A 1

算数科教育法B 1

理科教育法A 1

理科教育法B 1

生活科教育法 2

音楽科教育法 2

図画工作科教育法 2

家庭科教育法 2

体育科教育法 2

外国語(英語)教育法 2
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